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開会（開議）  午前１０時００分 

 

○議長（上田 正君）  おはようございます。 

昨日に続いて会議を始めます。 

ただ今の出席議員は１９名です。 

定足数に達しておりますので、これから本日の会議を開きます。 

本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりです。 

 

日程第１  議案第４７号 

 

○議長（上田 正君）  日程第１、議案第４７号「江田島市道路占用料徴収条例の一

部を改正する条例案について」を議題とします。 

この際、議案の朗読は省略をいたします。 

直ちに、提出者から提案理由の説明を求めます。 

田中市長。 

○市長（田中達美君）  改めまして、おはようございます。 

昨日に続いての定例議会、大変ご苦労さまでございます。 

それでは、ただいま上程されました議案第４７号「江田島市道路占用料徴収条例の

一部を改正する条例案について」でございます。 

道路施行令の一部を改正する政令の公布に伴い、現行条例の一部を改正する必要が

ありますので、地方自治法第９６条第１項第１号の規定によりまして、議会の議決を求

めるものでございます。 

内容につきましては、土木建築部長をして説明申し上げます。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（上田 正君）  幸野土木建築部長。 

○土木建築部長（幸野 潔君）  議案第４７号について説明いたします。 

このたびの改正は、この道路法上の道路の占用に係る占用料の額について、国が改

正したことに伴い、江田島市の道路占用料徴収条例を改正するものです。 

この国の改正につきまして、本年３月４日付で県から通知がございまして、本定例

会中に、提案が必要と判断しました。 

次ページ、２ページから５ページに改正案、６ページ以降に参考資料を添付してお

ります。 

６ページの参考資料で説明させていただきます。 

６ページをお願いします。 

道路法におきまして、道路管理者は、占用料を徴収することができることとされて

おりまして、占用料の額については、条例で定めることとされております。 

国においては、国管理の道路の占用料の額を政令である道路法施行令で定めており、

江田島市ではこれを準用しております。 

こうしたした中で、国において、１の（２）、（３）にありますとおり、昨年１２月
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に地価の変動等を踏まえ、占用料の額を見直す政令改正を行っております。施行日は平

成２３年４月１日でございます。このため、市の道路占用料徴収条例を改正するもので

す。 

次ページ、７ページ以降に新旧対照表を添付しております。 

これが概ね１割程度の減額の改正でございます。 

５ページに戻っていただきまして、附則として、この条例は平成２３年４月１日か

ら施行するものでございます。 

以上で説明を終わります。 

○議長（上田 正君）  これをもって、提案理由の説明を終わります。 

これから質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

山木議員。 

○１７番（山木信勝君）  まず、江田島市の固定資産税は、下がっとるところもあり

ますが、現状維持とか、上がっとるとこもあるんですよ。 

こういった点からすると、これを減額するいうのはおかしいと思うんですよ。 

それから電柱敷地料、中電とかＮＴＴの敷地料で、これも下がってはおりません。 

そして、江田島市では今行財政改革の最中でございますんで、下げる必要はないと

思うんですよね。それぞれの自治体にあったこの占用料を決めるべきであって、国交省

に見習わなくてもいいと思うんですが、お伺いいたします。 

○議長（上田 正君）  幸野土木建築部長。 

○土木建築部長（幸野 潔君）  確かに条例で定めることができるので、それぞれの

自治体で独自に検討して定めることもできます。 

ただ国の方からも、道路によって、さまざまな占用料が異なると、それも混乱する

ということでございまして、国の方からも、できるだけ、国の施行令を参考にしてもら

いたいというような通知もございます。 

そして今まで、そのとおりに国の施行令に基づいて、市の条例改正を行ってまいり

ましたので、このたびもそれに従っております。 

以上です。 

○議長（上田 正君）  山木議員。 

○１７番（山木信勝君）  この改正の説明にもありますよね、土地の変動によってこ

の改正するんだということですが、固定資産税は上がっとるところもあるんですよ毎年。

この税金ちょっとおかしい思うんですが、全部が下がっとるんならわかりますよ。おか

しいじゃないですか。電柱の敷地料も下がっておりません。ここだけ下げるいうのはお

かしいと思いますよ。 

お伺いします。 

○議長（上田 正君）  幸野土木建築部長。 

○土木建築部長（幸野 潔君）  同じことを繰り返すようですけども、この６ページ

の１の（２）、これは国の方でございますけども、国の方で、地価の変動といったデー

タを把握されておりまして、それでもって全国的に下げる必要があるという判断をされ
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ておりますので、このたびも、それに準じたいという考えで、提案しているものでござ

います。 

よろしくお願いします。 

○議長（上田 正君）  ほかにありませんか。 

野﨑議員。 

○８番（野﨑剛睦君）  この下げることによって、今までの金額が、総額幾ら、今度

下げたことによって、総額幾ら下がるのか教えていただければと思います。 

○議長（上田 正君）  幸野土木建築部長。 

○土木建築部長（幸野 潔君）  このたび一般会計で提案しております歳入が、道路

占用料３７万円です。これは細かくは計算しておりませんけども、額の改定が概ね先ほ

ど一割程度という話をさせていだきましたんで、計算はしておりませんけども、３７万

が１割減るとなると歳入が３４万、３万円程度減るということになりますけども、大き

な影響ないということで、このたび提案させていただきました。 

○議長（上田 正君）  ほかにありませんか。 

（「なし」の声あり） 

これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

これから、議案第４７号「江田島市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例案に

ついて」を、起立により採決します。 

本案は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

起立多数であります。 

よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 

日程第２  議案第４号～日程第１３  議案第１５号 

 

○議長（上田 正君）  日程第２、議案第４号「平成２３年度江田島市一般会計予

算」から日程第１３、議案第１５号「平成２３年度江田島市水道事業会計予算」までの

１２議案を一括議題といたします。 

本１２議案について、山根啓志予算審査特別委員長の報告を求めます。 

山根予算審査特別委員長。 

○予算審査特別委員長（山根啓志君）  報告いたします。 

予算審査特別委員会審査報告書 

 平成２３年３月１８日  

江田島市議会議長 上田 正様  
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江田島市議会予算審査特別委員会委員長 山根啓志  

本委員会は、平成２３年第２回江田島市議会定例会本会議（２日目）において付託

された議案第４号から議案第１５号までの１２議案について、各常任委員会所管ごとの

３分科会に分割し、３月４日、３月７日、３月９日の３日間、慎重に審査した結果、個

別意見（要望事項）を付して、賛成多数で認定することに決したので、会議規則第１０

３条の規定により報告します。 

２ 審査の概要 本委員会に付託された予算の審査にあたっては、本予算に組まれた

事務事業が、各行政分野に適切に配分され、かつ地域的な均衡が図られているかどうか

に主眼をおき、地方自治法第９７条第２項に規定されている長の提案権を侵害しないよ

うに十分配慮し、議決権の範囲内で慎重に審議を行った。 

３ 審査意見 わが国の経済情勢は、一時期の危機的な状況から脱したとはいえ、回

復の水準はいまだに低く、円高懸念やデフレ不安、消費の低迷など、依然として先行き

は不透明な状況にあります。 

こうした景気の低迷は、地域経済や市内企業においても大きな打撃を与え、高い失

業率となり、市民生活への影響も深刻なものとなっております。 

本市の財政も引き続き厳しい状況となっておりますので、予算の執行にあたっては、

審査の過程で出された各委員の意見を参酌され、効率的かつ重点的な施策の展開を図り、

市民の皆様の暮らしを守ることを最優先とした行政運営に努められたい。 

４ 個別意見（要望事項）については、各分科会ごとに記載しておるとおりでござ

います。 

また、各分科会からの報告書を参考に配付させていただいておりますので、後ほど

ご一読いただきたいと思います。 

以上で報告を終わります。 

よろしくお願いします。 

○議長（上田 正君）  これをもって山根予算審査特別委員長の報告を終わります。 

これより、委員長の報告に対する質疑に入ります。 

なお、委員長への質疑は、報告にあります委員会の経過と報告に対するものでござ

います。 

質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

質疑なしと認めます。 

これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

まず、本１２案それぞれに対する反対討論の発言を許します。 

片平議員。 

○６番（片平 司君）  ４号議案、平成２３年度江田島市一般会計予算に対する反対

討論を行います。 

平成２３年度一般会計予算に反対の立場から討論を行います。 

今、日本経済を取り巻く状況は、大企業の利益が回復する一方で、中小零細企業は
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依然として厳しい経営を強いられています。 

民主党政権は、国民の生活が第一と言いながら、大企業の法人税を５％引き下げ、

減収分は個人増税で穴埋めしようとしています。 

さらに、２重３重の大企業優遇のために消費税増税をねらっています。 

唐突に出てきたＴＰＰ（環太平洋戦略的経済連携協定）参加は、日本の農業と地域

経済に深刻な打撃となります。 

さらに、地域主権と称して、福祉などの仕事から手を引き、社会保障のための最低

基準の財源保障や最低基準をなくし、まともなサービスの実行は、自治体の自己責任に

しようとしています。 

社会保障の一段の改悪で、公的年金の減額や国保の広域化を推進しようとしていま

すが、一段の滞納者の増加が予想されます。 

このように国民の暮らしに背を向ける国政から、住民の生活と暮らしを守ることは、

自治体の責務であり、国の悪政から住民の利益を守る防波堤の役割をしっかりと果たす

べきであります。 

江田島市２３年度当初予算は、ほぼ前年度並みとなってます。 

昨年度に続き、オリーブ栽培事業として深江地区の山林開墾事業５，６００万円、

その他が予算化されています。 

広く市民に事業拡大されていますが、オリーブ事業が抱える数々の問題点を十分に

論議せず、その改善策は、はっきりと示されていません。 

さらに、高齢化の進む江田島市にとって将来的に大きな不安があります。 

また、事業者育成とはいえ、展望のある事業として認めることはできません。 

次に、縦割行政の是正問題についてですが、全国の進んだ自治体では、行政の縦割

りで地域を見たり、市民に接することがないように、庁内の協働を図り、市民サービス

向上に取り組んでいます。 

江田島市においては、今年度から公民館等が有料化になりました。 

公民館活動は、地域のつながりを強め、健康な市民づくりで、市の活性化に重要な

役割を果たしています。 

施政方針や予算上においても、縦割行政の是正の取り組みが欠落をしています。 

地域の拠点づくりに教育委員会、福祉保健課部の協働の施策として有料化を見直し、

縦割行政の是正を強く求めておきたいと思います。 

景気低迷の中、貧困と格差拡大で苦しむ市民の福祉、生活を守るためには、一般財

源から国民健康保険や介護保険、後期医療など、特別会計への財政支援措置による各保

険料や利用料の負担軽減措置は、緊急に求められています。 

今こそ、不要不急の事業を抜本的に見直し、生活密着型公共事業、地域循環型公共

事業への転換を強く求めて、２３年度一般会計予算案の反対討論といたします。 

○議長（上田 正君）  次に賛成討論の発言を許します。 

住岡議員。 

○１１番（住岡淳一君）  私は、平成２３年度江田島市一般会計予算に賛成の立場で

討論いたします。 
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本予算は１ 行財政改革の着実な推進、２  特色あるまちづくりの新たな展開の２

点を大きな柱として編成されています。 

現在、我が国の経済は、不景気の中からの脱却を目指していますが、依然として厳

しい状況が続いています。 

そのような厳しい状況の中、平成２３年度当初予算一般会計は、平成２２年度当初

予算と比べ、０．１％減の１４５億４，２００万円となっています。 

歳入については、人口減少や不景気により、市民税は減少していますが、財政調整

的な基金の取り崩し額は１，２００万にとどまり、基金の繰り入れは９，５００万円の

減となっています。 

歳出については、公債費や扶助費の増により、義務的経費は９，７００万円の増と

なっていますが、国のきめ細かな交付金を活用して、平成２２年度は切れ目なく事業を

実施することにより、単独建設事業費は抑制されています。 

本予算は、２２年度から引き続き、財政健全化に向けて、選択と集中を徹底した予

算編成となっていると認められます。 

よって、本予算は適切なものであると認め、賛成いたします。 

○議長（上田 正君）  ほかにありませんか。 

（「なし」の声あり） 

これで討論を終わります。 

これより起立により、本１２議案について一括で採決を行います。 

本１２議案についての委員長の報告は可決すべきであるとするものです。 

本１２議案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

起立多数であります。 

よって、本１２議案は委員長の報告のとおり可決されました。 

 

日程第１４  発議第１号 

 

○議長（上田 正君）  日程第１４、発議第１号「江田島青少年交流の家の国事業と

して存続を求める意見者の提出について」を議題とします。 

提出者からの趣旨説明を求めます。 

山本一也議員。 

○１５番（山本一也君）  失礼します。 

発議第１号 

平成２３年３月１８日 

江田島市議会議長 上田正様 

提出者 江田島市議会議員 山本一也 

賛成者 江田島市議会議員 浜西金満、賛成者 江田島市議会議員 住岡淳一、賛

成者 江田島市議会議員 胡子雅信、賛成者 江田島市議会議員 山木信勝、賛成者 

江田島市議会議員 吉野伸康。 
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「江田島青少年交流の家」の国事業として存続を求める意見書の提出について 

上記の議案を、別紙のとおり地方自治法第１１２条及び江田島市議会会議規則第１

４条第１項の規定により提出します。 

内容については、次ページに掲載しておりますので、十分御拝読いただきたいと思

います。 

意見書の提出先については、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣で

あります。 

以上であります。 

よろしく御審議のほどお願いいたします。 

○議長（上田 正君）  以上で趣旨説明を終わります。 

これから質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

質疑なしと認めます。 

これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

討論なしと認めます。 

これから、発議第１号「江田島青少年交流の家の国事業として存続を求める意見書

の提出について」を、起立により採決します。 

本案は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

起立多数であります。 

よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 

日程第１５  発議第２号 

 

○議長（上田 正君）  日程第１５、発議第２号「ＴＰＰ交渉に反対する意見書の提

出について」を議題といたします。 

提出者からの趣旨説明を求めます。 

胡子議員。 

○９番（胡子雅信君）  発議第２号 

平成２３年３月１８日 

 江田島市議会議長 上田正様 

提出者 江田島市議会議員 胡子雅信 

賛成者 江田島市議会議員 吉野伸康、賛成者 江田島市議会議員 登地靖徳、賛

成者 江田島市議会議員 片平司、賛成者 江田島市議会議員 大石秀昭、賛成者 江

田島市議会議員 浜先秀二。 
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「ＴＰＰ交渉に反対する意見書の提出について」 

上記の議案を、別紙のとおり地方自治法第１１２条及び江田島市議会会議規則第１

４条第１項の規定により提出いたします。 

意見書の内容は別紙のとおりでございます。 

なお、意見書提出先は、内閣総理大臣、外務大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、

内閣官房長官となっております。 

以上、御審議よろしくお願いいたします。 

○議長（上田 正君）  以上で趣旨説明を終わります。 

これから質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

質疑なしと認めます。 

これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

これから、発議第２号「ＴＰＰ交渉に反対する意見書の提出について」を、起立に

より採決します。 

本案は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

起立多数であります。 

よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 

閉 会 

 

○議長（上田 正君）  以上をもって、本定例会に付議された案件の審議は、すべて

終了いたしました。 

これで、平成２３年第２回江田島市議会定例会を閉会いたします。 

（閉会 １０時３０分） 


